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社会福祉法人日本視覚障害者団体連合 

令和３年度事業報告書  

（自令和３年４月１日  至令和４年３月３１日）  

 

 第１  組織・団体活動                     

 

１．はじめに  

 本連合の活動の基本は情報保障と外出時における安全対策で

あり、さらにはあはきを含む就労問題である。それとともに活動

の基本理念とすべきは、基本的人権の保障と差別のない社会を目

指した活動である。本年度もこれらの活動を重点的に行った。ま

た、活動の継続性と組織強化のためには、青年層の参加と中途失

明者ないし中高年者への支援が必要であり、それらを実現するた

めに加盟団体への支援を進めることにした。  

 これらの活動の結果、まずは「障害者による情報の取得及び利

用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」（通称：障害

者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法）が通

常国会に上程されるところまでこぎつけた。さらに、障害者差別

解消法の改正によって民間事業者に対する合理的配慮の提供を

義務化することができた。また、青年協議会を中心に、会員外の

青年層をも対象としたセミナーを開催し、青年層への広がりのき

っかけを作ることができた。しかし、中途視覚障害者ないし中高

年齢層への支援や加盟団体の組織強化に向けた取り組みは、新型

コロナウイルスの感染拡大が続く中で十分な取り組みができな

かった。  

 

２．主要課題に対する取り組み  

（１）視覚障害者もデジタル化による利便性を享受できる社会の

実現に向けた取り組み  

 ①様々なデジタル分野のアクセシビリティ向上に向けた働き

かけ  

  本年度は、９月に創設されたデジタル庁に主眼を置いて働き

かけを行った。毎年行っている関係府省庁への陳情活動にデジ

タル庁を加え、障害者に特化した専門部局設置とＩＣＴに精通

した視覚障害者を登用することを求め、中央省庁において積極
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的に視覚障害者向けのアクセシビリティを向上させることを

促した。結果的に専門部局設置はかなわなかったが、アドバイ

ザーとして２名の視覚障害者が非常勤で雇用された。  

  また、同庁が１１月に開催したデジタル社会構想会議の団体

ヒアリングにも参加し、日常生活や就労、教育におけるデジタ

ル化の進展に際し、視覚障害者が取り残されないよう、当事者

も参画した取り組みを強く求めた。  

 ②ＩＣＴの更なる活用  

  視覚障害者がＩＣＴを活用するためには、ＩＣＴ機器の訓練

体制が充実し、どの地域においても訓練を受けられる体制が必

要である。本年度は、生活協同組合の社会福祉活動等助成事業

による「視覚障害者の情報機器の活用に関する実態調査」の検

討委員会を設け、視覚障害者のＩＣＴ機器利用の実態とその支

援体制について調査した。当事者、支援機関、自治体等へのア

ンケート並びにヒアリングを行ったことにより、さまざまなニ

ーズや課題、要望を集めることができた。本年度中の取りまと

めはできなかったが、次年度中には提言を含めた報告書として

取りまとめられる予定である。  

 

（２）情報コミュニケーションの確立に向けた取り組み  

 視覚障害者にとって情報保障は永久の課題であり、最も重要な

活動目標である。本年度は、すでに施行されている読書バリアフ

リー法に基づく取り組みを前進させることと、情報保障を総合的

に位置づけた情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推

進法の実現を目指した。  

 ①読書バリアフリー法  

  同法に関しては、地域における読書環境を改善するために、

都道府県による基本計画の制定を働きかけるとともに、同法を

より広く啓発するための資料づくりに着手した。しかしながら、

鳥取県のように積極的ないし先駆的な基本計画を実現させた

例も生まれたが、基本計画を制定した都道府県は未だ一部にと

どまっている。すべての都道府県による基本計画の制定を含め、

読書バリアフリー法による読書環境のさらなる改善を実現す

るためには、次年度中に同法の啓発のための資料の発行にこぎ

つけなければならない。  
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 ②障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進

法  

  障害者の特性に応じた情報媒体の選択権を保障し、国及び地

方自治体だけでなく、民間事業者をも含めた障害者に対する情

報保障の必要性を総合的に規定した法律「障害者情報アクセシ

ビリティ・コミュニケーション施策推進法」は、本連合や関係

する視覚及び聴覚の当事者団体の働きかけにより議員立法と

して草案され、令和４年３月に国会に提案された。同法は年度

をまたいだ上で、次年度の初頭に成立する運びとなり、今後は、

この法律に基づき個別の制度改革に向けた取り組みを進める

ことになる。  

 

（３）就労に関する取り組み  

 視覚障害者に対する職場介助者制度はすでに実現しているも

のの、通勤時における支援や自営業者に対する支援の充実は長年

にわたる課題であった。そのため、本連合の粘り強い働きかけに

より、令和２年１０月に福祉施策と雇用施策の連携としての重度

障害者等就労支援特別事業が開始され、本年度は約３０の自治体

で実施されることになった。しかし、この事業には大きなハード

ルがあり、各自治体が実施を決定することが必要であり、さらに

はあはき業を営む視覚障害者にとって十分な支援が受けられる

ものとはいえないことから、現時点ではこの制度により支援を受

けている視覚障害者はごく限られた人数でしかない。本年度は、

同事業を実施する自治体を増やすため、総合相談室を中心に実施

例を収集し、情報を求める加盟団体の役員や会員等へ情報を提供

した。また、第３回全国団体長会議においては、同事業をテーマ

にした意見交換を行い、本連合の加盟団体が中心となって、各地

の自治体で同事業の開始に向けた働きかけを行うことを確認し

た。  

 他方、一般就労を目指す視覚障害者や就労中に視力が低下した

視覚障害者に対する支援に関しては、特筆すべき取り組みや成果

を上げるところまでには至らなかった。当事者や関係者による懇

談会の立ち上げに向けて準備を進めたが、本年度も継続的な懇談

会を立ち上げるまでには至らなかった。  

 

（４）同行援護に関する取り組み  

 同行援護が制度として開始して１０年が経過した。今では視覚
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障害者の生活には欠かせない存在となり、利用者のニーズは多様

化している。そのため、全国の視覚障害者が求める同行援護を利

用した際の車の利用、宿泊を伴う利用、通学や通園における利用

等の開始に向け、引き続き国に対する要求活動を行った。これら

の制度改善は、本年度中には解決の糸口を見つけることができな

かったため、今後も粘り強く要求し、全国での実現を目指す。  

 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、ガイドヘルパ

ーの人材不足が深刻化している。一方で、近年は利用者のニーズ

の多様化、高齢化の影響もあり、ガイドヘルパーの資質向上も課

題となっている。すなわち、ガイドヘルパーの人材確保と資質向

上が同時に求められている。そこで、本年度は、次年度の報酬改

定に関する厚生労働省のヒアリングにおいて、人材確保のための

報酬の増額を求めた。また、資質向上については、厚生労働省が

実施する同行援護従業者養成研修のカリキュラム改定に向けた

研究事業に、本連合の活動に協力する学識経験者が参加し、視覚

障害者が求めるガイドヘルパー養成の在り方を提示した。その結

果、報酬の増額は実現しなかったが、カリキュラムは次年度に改

正される見込みになった。  

 なお、本年度も同行援護事業所等連絡会と連携し、厚生労働省

に対し要望するとともに、視覚障害者移動支援従事者（同行援護

従業者）資質向上研修を開催した。ただし、同研修事業は、新型

コロナウイルス感染症の影響により一部を開催中止にしたため、

次年度は本年度受講予定だった者を優先的に受講させることに

した。  

 

（５）安全に安心して移動できるための取り組み  

 ①鉄道の更なるバリアフリー化  

  本年度も、駅ホームにおける安全対策、駅の無人化に関する

検討等、国の検討会に本連合の代表者を派遣し、さらなる鉄道

のバリアフリー化に向けた議論に参加した。駅ホームの安全対

策では、事故分析のための調査体制に関する検討にも加わり、

次年度その体制が確立する予定となっている。そして、ソフト

面の対策では、関東の鉄道各社が共同で取り組んでいる「声か

け・サポート運動」強化期間ポスター製作とその周知に本年度

も協力した。さらにコロナ禍での対応を含めた公共交通事業者

向け接遇研修プログラム改訂にも協力した。  
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 ②道路交通の更なるバリアフリー化  

  本年度は、「旅客特定車両停留施設における必要な構造」や

「歩行者利便増進道路に必要な道路構造」等を盛り込んだ、道

路の移動円等滑化に関するガイドライン改正のための検討が

行われ、道路における視覚障害者誘導用ブロックの連続した敷

設とその機能維持の必要性を提案し、ガイドラインに反映する

ことができた。  

  また、視覚障害者が２４時間安心して安全に道路を横断でき

るよう、交差点におけるエスコートゾーンの敷設並びに音響式

信号機の拡充を要望した。音響式信号機については、全国的に

統一したシステムの必要性を訴えるとともに、稼働時間の延長

についても加盟団体とともに働きかけを行った。なお、高度化

ＰＩＣＳについては、国等に地域の視覚障害当事者の意見を踏

まえながら設置すること、前述の音響式信号機も併用すること

を求めた。  

  さらに、道路交通法の改正に向けた自動配送ロボットや電動

キックボードの歩道走行に関するヒアリングに参加し、視覚障

害者がこれらの車両走行により安全を脅かされることのない

よう罰則を盛り込むことや走行者への十分な研修を義務付け

るよう求めたが、反映された内容とはならなかった。そのため、

次年度以降も、引続き安全対策を要望していく必要がある。  

 ③各地域での地域協議会の更なる活用  

  移動に関するバリアフリーを加速させるためには、国に対す

る各種施策の改善を求めるとともに、各地域において地域単位

でのバリアフリー化に向けた交渉が必要である。そのため、１

０月に開催した第２回全国団体長会議において、国土交通省の

担当者を招聘し、バリアフリー法の最近の動向について講演し

ていただき、各地域での取り組みの参考にした。  

 

（６）地域でのリハビリテーション・システムの普及に向けた取

り組み  

 本連合は、都道府県及び政令指定都市を単位とする６０の加盟

団体によって構成されているが、その全ての加盟団体において会

員数が減少し、組織運営を担う役員の成り手不足が課題となって

いる。その大きな要因は、盲学校や視覚特別支援学校に就学し、

卒業した視覚障害者の数が激減していることと、中途視覚障害者

の高齢化が進んでいることである。そうした状況を前提とした新
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規会員の獲得と地域活動の在り方を目指して、地域団体への支援

を考えた１年となった。  

 ①スマートサイトの推進  

  本年度も日本眼科医会との懇談会を実施し、全国の眼科医を

訪れる視覚障害者に本連合の活動を伝えるための取り組み、実

効性のあるスマートサイトの実現ないし関係者によるネット

ワーク化による推進を働きかけた。その結果、本連合が発行す

る弱視者（ロービジョン）に関する啓発資料を全国の眼科医に

周知することができた。  

 ②地域レベルの組織・団体活動の強化  

  地域において中途視覚障害者が社会復帰し、あるいは良質な

日常生活を取り戻す過程で、当事者団体としての各地の組織が

どのように関与できるかは、今後の組織作りにとって極めて重

要な課題である。各加盟団体が、会員と非会員を問わず地域の

視覚障害者を対象とする障害福祉サービス事業を実施するこ

とによって、その地域における存在感を示すことになるし、組

織強化にも結び付く。そのためにも、未だ法人化できていない

団体や福祉事業を実施していない団体に対する支援を実現す

ることが必要である。  

  そのため、本連合は、加盟団体支援プロジェクト委員会を立

ち上げて、これらの団体への支援を目指して取り組みを進めて

いる。昨年度は全国の団体に対するアンケート調査を実施し、

本年度はこの調査結果を５月に公開した。そして、調査結果を

踏まえていくつかの加盟団体を訪問し、ヒアリングを実施する

予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響のためヒア

リングは一部の団体にとどまった。次年度中には、ヒアリング

を完了し、具体的支援策を提示した上で、その実現に向けて加

盟団体との協議を開始することになる。  

 

（７）新しい生活様式に関する取り組み  

 新型コロナウイルス感染症は、引き続き視覚障害者の生活の安

定を脅かしている。そのため、本連合には新型コロナウイルス感

染症に関する様々な相談や困りごとが寄せられている。特に、本

年度はワクチン接種会場における移動、情報取得に関する困りご

と、在宅療養の際の困りごと等に関する意見や要望が多く寄せら

れた。そして、各場面における支援の実現が課題となったので、

本連合として、国に対しこれらの課題の解決を求めた。  
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 ワクチン接種については、８月末に河野太郎ワクチン接種推進

担当大臣（当時）及び厚生労働省に対して、関係団体とともに要

望書を提出し、オンラインでの面談を行った。また、在宅療養に

ついては、関係する国会議員に働きかけ、支援の拡充を求めた。 

 

（８）防災に関する取り組み  

 視覚障害者の防災に関する取り組みは、日本盲人福祉委員会を

中心に、防災対策として災害支援員の登録や研修を行っている。

本年度も同委員会の取り組みに協力した。  

 他方、地方自治体は、障害者の災害時における避難所への移動

や避難所における生活を事前に検討するための要支援者避難個

別計画を進めることになっているが、視覚障害者を対象とした個

別計画はほとんど進んでいない。また、災害時における要支援者

名簿の作成も自治体によって大きな差が出ている。そのため、個

別支援計画の策定等を働きかけるための取り組みが必要となっ

ている。その取り組みとして、それらの実情を把握したり、先進

的な好事例を収集して全国に情報提供することを検討していた

が、本年度は具体的な取り組みには至らなかった。  

 

（９）１９条訴訟に関する取り組み  

 あん摩師等法１９条に基づく施設認定不認可処分は憲法に反

しているとして平成医療学園グループが平成２８年７月に提起

した行政訴訟は、令和３年７月９日に大阪高裁で判決が言い渡さ

れ、東京高裁、仙台高裁と同様に控訴人（平成医療学園グループ）

の請求が棄却されたが、原告（同グループ）は最高裁判所に上告

したため、戦いの舞台は最高裁判所に移った。そして、令和４年

２月７日に最高裁判所で判決が言い渡され、本件上告が棄却され

た。判決理由において、視覚障害者にとってあはき業は従前から

重要な職域であり、今もなお続いていること、社会的弱者を保護

するための施策は合理的かつ必要なものであること、１９条は合

憲であることが示された。これは本連合の長年の運動の結果とも

言える。  

 しかし、この裁判は、視覚障害者にとっての「あはき」を見直

す必要性も問いかける結果となった。視覚障害あはき師の業界に

おける占有率は低下し、あはき師を目指す視覚障害者も減少して

いる。一方では、依然として無資格者による施術が横行している

等、あはき業を取り巻く課題は山積している。  
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 なお、本連合は仙台・東京・大阪の各地域に対策協議会を設置

し、視覚障害者の職業と生活を守るために国の処分を支持する活

動を行った。最高裁判所への署名活動として、個人署名に加え団

体署名を実施し、３訴訟合計で個人署名が２７ ,０００筆を超え、

団体署名は約４００団体から集め、最高裁判所に届けた。また、

関係団体で構成する「あん摩師等法１９条連絡会」は、本年度は

５回の幹事会を開き、裁判の状況を確認し、運動を継続すること

で意思統一を図った。そして、「１９条連絡会ニュース」の配布

を通して広報と啓発に努めた。  

 

（１０）点字文化の普及に向けた取り組み  

 主に次の２つの取り組みを通して、点字文化の普及に努めた。 

①  点字考案２００年記念事業  

  １８２５年にルイ・ブライユが点字を考案してから、２０２

５年で２００年を迎えようとしている。点字の意義をさらに大

きなものとするために、本年度から点字の普及と現代社会に即

した実用性の拡大を目指して、関係団体とともに「点字考案２

００年記念事業推進委員会」を設立し、事務局を本連合内に設

置した。そして、本年度は、令和４年３月１９日に第１回記念

事業として韓国点字法をテーマとした「記念講演会＆シンポジ

ウム」を開催した。このイベントを通じて、韓国では点字がハ

ングルと同じく文字として位置付けられていることを学ぶこ

とができ、本連合が目指すべき運動課題が明らかとなった。  

 ②公職選挙法施行令別表で定めている点字投票で用いる点字

一覧表の改正  

  平成１８年に日本盲人福祉委員会と日本点字委員会が連名

で要望していた点字投票で用いる点字一覧表の改正について

は、両委員会を中心に総務省と調整し、公職選挙法施行令の別

表を改正することになった。なお、この改正はパブリックコメ

ントを踏まえて、令和４年４月６日に改正され、官報に新たな

点字一覧表が掲載された。改正内容は、外国名の表記に用いる

アルファベットや特殊音点字の追加及び記号類の名称変更や

修正等である。  

 

３．分野別の取り組み  

（１）日視連としての取り組み  

 新型コロナウイルス感染症により、我が国では様々な面でのオ
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ンライン化が進んだ。特に、会議のオンライン開催は一般的にな

り、その利便性から今や標準的なものとなった。本連合でも、会

場への移動の手間が省ける等の利便性を踏まえ、理事会や各種委

員会等のオンライン開催を標準化した結果、他の会議や全国大会

のオンライン化が実現し、全国の加盟団体と緊密に連携すること

ができた。  

 まず、昨年度の定款改正により、本年度より、全国の加盟団体

及び協議会の代表者が集う会議「全国団体長会議」を設け、加盟

団体との協議の場、情報交換の場となっている。特に、本年度は、

全国各地で地域の自治体等に対する要求活動を行う際に他地域

の成功例が活用できることから、重度障害者等就労支援特別事業

の実施例のレポート及び意見交換を行い、成功事例の情報を共有

した。さらに、長年に渡り協議事項となっていた顕彰規程の改正

と全国大会の輪番制の導入については、１２月にブロック長会議

を開催し、各ブロックの意見を集約した。なお、オンライン会議

の開催が難しい団体もあるため、今後はオンライン会議を開催す

るための研修等が必要である。  

 また、本連合が掲げる将来ビジョンの進捗管理と推進を行う

「将来ビジョン推進委員会」は、平成３０年度に作成した将来ビ

ジョンの見直しに向けて議論を開始した。  

 

（２）あはきに関する取り組み  

 本年度は前述した「１９条訴訟に関する取り組み」の他に、次

のような取り組みをした。なお、今後の視覚障害あはき師の将来

を見据え、盲学校や筑波技大等との懇談会をもった。  

 ①あはき協議会  

  視覚障害あはき師の職域の確保と職業的・経済的自立を図る

ことを目指し、本協議会が中心となり、以下の課題に取り組ん

だ。  

  ・あん摩師等法１９条を死守するための取り組み  

  ・無免許者との差別化（厚生労働大臣免許保有証の申請手

続き、施術所の届け済み証の掲示の促進）  

  ・就労の場の拡大と合理的配慮の具現化  

  ・学術研修の充実と教育制度の改善  

  ・あはき療養費取り扱いの拡大と損害賠償責任保険の加入促

進  

  ・あはき関係団体との連携  
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  ・加盟団体の組織強化及び情報交換  

 ②あはき問題戦略会議  

  本年度は令和４年３月５日にオンラインにて開催し、視覚障

害あはき師に関わる以下の課題を検討した。  

  ・あん摩師等法１９条裁判後の課題  

  ・重度障害者等就労支援特別事業の実施地域の拡大  

  ・理療科教育の現状認識と今後の課題  

  ・あはきにおける療養費取り扱いの諸課題に対する取り組み  

 

（３）視覚障害女性に関する取り組み  

 視覚障害女性の生活文化と地位向上を図ることを目指し、女性

協議会とともに諸課題の検討、改善に向けた要求活動を行った。

また、全国の女性の困りごとを情報収集するため、次年度より本

連合の総合相談室で女性相談員による女性専用の相談窓口の開

設を目指し、関係者と協議した。  

 なお、目標に掲げた女性リーダーの育成については、具体的な

取り組みには至らなかった。次年度においては、具体的な行動に

移すため、関係者と協議をする。  

 

（４）視覚障害青年に関する取り組み  

 現在、本連合では会員や役員の高齢化が進み、次世代リーダー

の育成が喫緊の課題となっている。そのため、青年協議会が中心

となり、新たな青年層会員の獲得に繋げるための事業、団体内の

リーダー育成に繋げる事業等を実施した。特に、オンラインを活

用した事業を強め、本連合役員との懇談会の開催、同行援護事業

所等連絡会とのコラボ企画等を開催した。  

 なお、かねてより青年層の会員からは、本連合の活動に参加す

るために土日や祝日等の休日の会議開催を求める声があった。青

年協議会からも同意見が寄せられ、今後は、社会情勢の変化、本

連合会員のニーズに応じた本連合の会議運営の在り方を継続的

に検討していくことにした。  

 

（５）文化・芸術、スポーツに関する取り組み  

 新型コロナウイルス感染症により、様々な活動が制限されてい

る。視覚障害者の文化・芸術、スポーツの活動についても同様で、

参加者が集まること・移動することができない、支援者を集める

こと等が困難であった。その中で、オンラインの活用は重要なツ
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ールとなっている。本年度の取り組みでは、スポーツ協議会が自

宅にいながら簡単に体を動かせる体操を紹介する動画をＹｏｕ

Ｔｕｂｅで公開した。また、音楽家協議会は、令和４年２月２０

日に開催した「日本博を契機とした障害者の文化芸術フェスティ

バル in 近畿ブロック＆グランドフィナーレ」に参加し、同協議

会の代表者の演奏、本連合代表者も参加した鼎談がライブ配信さ

れた。  

 なお、文化庁と厚生労働省が主催する障害者文化芸術活動推進

基本計画（第２期）の策定に向けたヒアリングに本連合の代表者

が参加し、視覚障害者の文化・芸術活動の推進のため、支援者や

活動する場所の確保、移動や情報取得に関する支援の充実を求め

た。  

 

（６）弱視（ロービジョン）に関する取り組み  

 本年度も弱視問題対策部会を中心に活動を行った。なお、同部

会名称は本年度から「弱視部会（通称ロービジョン部会）」とな

った。  

 まず、本年度はオンライン意見交換会を２回開催し、障害者手

帳を取得するまでの葛藤、オンライン会議における困りごとや工

夫について意見を交換した。なお、障害者手帳の取得に関するテ

ーマで集まった意見は「弱視者の困り事  資料集第４号」にとり

まとめ、広く周知した。その結果、弱視（ロービジョン）である

ことを打ち明けられない視覚障害者が「困っているのは自分だけ

ではないことを気付かせる資料」として活用され始めている。  

 また、７月の第１回委員総会では、文部科学省、文化庁より担

当者を招聘し、読書バリアフリー法における基本計画と改正著作

権法のポイントについて研修し、講演後、弱視者（ロービジョン）

の読書について意見を交換した。また、第２回委員総会では、イ

ギリスで行われているＥＣＬＯについて慶應義塾大学中野教授

よりご講演いただき、講演後、早期相談体制についての意見交換

を行い、その重要性を確認することができた。  

 なお、国の検討会に参加した際も、同部会での意見等を基に、

弱視者（ロービジョン）の見やすさ・移動のしやすさ等を求めた。  

 

４．国内及び海外の関係団体との相互交流、協力に関する事業  

（１）府省庁や関係機関との協力  

 内閣府、厚生労働省、国土交通省、文部科学省をはじめとする
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関係府省庁の審議会等に代表者を派遣し、視覚障害者の立場から

意見を述べ、要望の実現に努めた。  

 また、鉄道事業者、金融機関、通信事業者等からの相談に対応

し、啓発ポスターの監修、各種事業に対し助言した。  

 

（２）国際交流  

 日本盲人福祉委員会を通してＷＢＵ（世界盲人連合）及びＷＢ

ＵＡＰ（世界盲人連合アジア太平洋地域協議会）に代表者を派遣

し、世界の視覚障害者と交流し福祉に関する情報を収集した。  

 なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年度の開催

を中止した第１０回ＷＢＵ総会は、本年６月にオンラインで開催

され、本連合の代表者が参加した。また、同じく昨年度の開催を

中止した第１５回ＷＢＵＡＰマッサージセミナーは、東京都盲人

福祉センターを会場に本年９月にオンラインで開催し、本連合の

役員及び関係者が参加した。  

 

（３）各障害者団体との協力  

 視覚障害者の福祉向上のため、他の障害者団体や福祉関係団体

と連携して活動した。全国社会福祉協議会、日本障害フォーラム

（ＪＤＦ）、あはき等法推進協議会、鍼灸マッサージ保険推進協

議会等の団体の一員として、視覚障害者の権利擁護や業権擁護に

努めた。  

 また、全日本ろうあ連盟、全日本難聴者・中途失聴者団体連合

会、全国盲ろう者協会との間で「情報コミュニケーション４団体

連絡会」を開催し、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケー

ション施策推進法の実現に向けて活動した。  

 さらに、ロービジョンケアネットワークの全国普及を目指して、

ネクストビジョン、日本眼科医会、専門の学識経験者等と連携し

た。  

 

５．全国視覚障害者福祉大会の開催  

 本年度の全国大会は、社会福祉法人岡山県視覚障害者協会の協

力の下、令和３年５月２４日に岡山県倉敷市において「第７４回

全国視覚障害者福祉大会（岡山大会）」として、本連合初のオン

ライン開催をした。  

 同大会は、当初、従来通りの３日間の開催を予定していたが、

新型コロナウイルスの感染拡大のため、開催に向けた調整は難航
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した。また、開催直前に開催地において緊急事態宣言が発令され、

開催方法の見直しも迫られた。しかし、昨年度の「第７３回全国

視覚障害者福祉大会（宮城大会）」を断腸の思いで中止したこと

から、本年度の全国大会は是が非でも開催するという熱意の下、

参加者の安全を守るために会期を１日に圧縮し、オンラインを活

用する方法で全国大会の開催を実現した。  

 なお、全国大会の大会式典及び大会議事はＹｏｕＴｕｂｅによ

りライブ配信した。その結果、これまで全国大会の会場に参加で

きなかった会員がオンライン上で全国大会に参加することがで

きた等、様々な効果があることが分かった。次年度以降の全国大

会の開催においても、オンラインの活用を推進する。  

 

６．各種会議の開催   

（１）評議員会  

 定 時 ６月２２日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 

（２）評議員選任・解任委員会  

 第１回  ６月１８日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 

（３）全国団体長会議  

 第１回  ５月２４日  オンライン、倉敷アイビースクエア  

 第２回１０月２９日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 第３回  ２月１７日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 

（４）ブロック長会議  

 第１回１２月  ８日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 

（５）理事会  

 第１回  ５月  ７日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 第２回  ５月３１日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 第３回  ６月１６日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 第４回  ６月２２日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 第５回  ８月  ６日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 第６回１１月２６日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 第７回  ３月２５日  オンライン、日本視覚障害者センター  
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（６）監事監査  

 監事監査 ５月３１日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 中間監査１１月１１日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 

（７）正副会長会議  

 第１回  ４月１３日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 第２回  ７月２６日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 第３回１０月  ６日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 第４回  １月１９日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 第５回  ３月  ８日  オンライン、日本視覚障害者センター  

 

７．各協議会の活動  

（１）あはき協議会  

 ①代議員会   

  第１回  ６月２２日  オンライン  

 ②常任委員会  

  第１回１１月  ２日  オンライン  

  第２回１２月１８日  オンライン  

  第３回  ２月１９日  オンライン  

 ③あはき委員会  

  第１回  ３月２２日  オンライン、日本視覚障害者センター  

   

（２）青年協議会  

 ①常任委員会  

  第１回  ４月１７日  オンライン  

  第２回  ５月１０日  オンライン  

  第３回  ７月  １日  オンライン  

  第４回  ９月２９日  オンライン  

  第５回１１月１１日  オンライン  

  第６回１２月１９日  福島県点字図書館  

  第７回  ２月２３日  オンライン  

  第８回  ３月２７日  オンライン  

 ②全国委員会  

  第１回  ４月１８日  オンライン  

 ③社会対策研修会（教育状況調査アンケート報告、全国青年部

活動状況調査報告等）  

  第１回  ７月１８日  オンライン  
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  第２回１１月２３日  オンライン  

 ④第６７回全国視覚障害青年研修大会（神奈川県大会）を令和

３年９月１９日～２０日に会場（レンブラントホテル厚木）

とハイブリッドで開催した。  

 

（３）女性協議会  

 ①常任委員会  

  第１回  ４月  ３日  電話会議  

  第２回  ４月１７日  電話会議  

  第３回  ６月  ５日  電話会議  

  第４回  ６月１９日  電話会議  

  第５回  ７月１７日  電話会議  

  第６回  ８月２８日  電話会議  

  第７回  ９月１１日  電話会議  

  第８回１１月１３日  電話会議  

  第９回  １月２２日  電話会議  

  第１０回３月  ５日  電話会議  

  第１１回３月１９日  電話会議  

 ②全国委員会  

  第１回１１月２１日  電話会議  

  第２回  ３月１５日  電話会議  

 ③全国代表者会議  

  第１回  ９月  １日  オンライン（ハートピア鹿児島）  

 ④第６７回全国視覚障害女性研修大会  九州ブロック（鹿児島

県大会）第５３回九州盲女性研修大会  

  期日  ９月１日（水）  

  場所  オンライン（ホスト会場：ハートピア鹿児島）  

 

（４）音楽家協議会  

 ①正副会長会議  

  令和３年１２月１３日（日）  名古屋法蔵寺  

  その他、新型コロナウイルス感染症対策のため、随時電話に

て開催。  

 ②常任委員会  

  第１回１２月１３日  名古屋法蔵寺  

  第２回  ２月１９日  大津市民会館  

 ③第５９回全国邦楽演奏会  
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  新型コロナウイルス感染症の影響により開催延期にした。  

 ④第６０回音楽家協議会福祉大会  

  新型コロナウイルス感染症の影響により開催延期にした。  

 

（５）スポーツ協議会  

 ①常任委員会  

  第１回  ４月１４日  オンライン  

  第２回１１月２８日  神奈川県ライトセンター  

  第３回  ３月  ５日  オンライン  

 ②代表者会議  

  第１回  ７月１７日  オンライン  

 ③ブラインドスポーツ座談会  

  ３月６日にオンラインにて開催。  

 

 

 第２  日本視覚障害者センターとしての事業の実施       

  

 本年度も新型コロナウイルス感染症の流行が続き、センター運

営も感染対策を講じながら各種事業を実施した。昨年度とは異な

り事業の停止等は避けられたが、コロナ禍の非対面を基本とした

事業転換により、オンラインの活用が主流となった。特に本セン

ターが主催したオンライン会議や研修会等は、昨年度の１０７回

から本年度は２７２回と２倍以上に大きく増加し、またオンライ

ンで参加した会議等も２４２件から４１９件に同じく増加した

ことが特徴的である。  

 このような状況の変化に対応するために、センター内でオンラ

イン作業の研修や通信設備等の整備、改善を図った。総じて、今

後のセンター運営や事業展開の在り方が求められた１年となっ

た。  

 

１．業務重点事項  

（１）健全経営に向けた取組み  

 オンライン作業を効率的に対応するために段階的に以下の整

備を行った。  

 ①ポケットＷｉ‐Ｆｉ、法人専用スマートフォンを導入し、出

張先や外出先でもスムーズにオンライン会議に参加できる

ようにした。  

 ②関係部署と資料等をＤｒｏｐｂｏｘで共有し、各部門が所有
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するデータを一元的に管理共有できる仕組みを整えた。  

 ③研修室のオーディオ機器の入替工事を行った。  

 ④センター内のウェブ（ＬＡＮ）環境を安定させることを目的

に、研修室のＬＡＮ配線の独立工事をした。  

 ⑤月１回の運営会議にてＺｏｏｍを活用し、当日在宅ワークの

者も参加できるようにした。  

 

（２）地域福祉への取り組み  

 新宿区内社会福祉法人連絡会に加盟し、幹事団体として地域福

祉の活動に参加した。本年度は、新宿区内在住で食の支援が必要

な子育て世帯を対象とした「食品配布会」にセンターを食品受取

場所として提供したり、当日の配布作業にも積極的に参加した。 

 

（３）労働環境の改善  

 職員給与体系の見直し、労働環境の改善を図った。  

 また、育児・介護休業法の改正に併せて、就業規則を改正し、

育児休業や介護休業等が取得しやすい環境を整えるとともに産

後パパ育休制度を導入し、男女とも仕事と育児が両立できる体制

整備に努めた。  

 

２．厚生労働省及び東京都の委託事業及び補助事業の実施  

 本年度も例年通り、厚生労働省及び東京都の委託費及び補助金

の交付を受け、以下の事業を実施した。  

 

（１）視覚障害者用図書事業等委託費（厚生労働省委託）  

 ①盲人用具あっ旋事業  ７，８０７，０００円  

  低廉な価格で用具を入手できるように、その斡旋を行うとと

もに一定の減額にて販売を実施した。  

 ②全国盲人生活相談事業  ２，５３９，０００円  

  ２回に分けて実施し、眼科８件、法律８件、生活９件の各種

相談を委嘱した専門相談員が対応した。  

 ③視覚障害者用行政情報等提供事業  ３１，６９５，０００円  

  障害保健福祉関連情報等を点字版７回、音声版８回発行した。 

 

（２）高度情報通信等事業（厚生労働省の補助）  

 ①点字ニュース即時提供事業  ３０，８９３，０００円  

  日刊点字新聞「点字ＪＢニュース」を本年度は第７１４５号

から第７３８４号まで計２４０回発行した。掲載記事は２ ,５

０９本で、そのうち本連合が提供する情報を含む福祉関係記

事を７４６本提供した。また、点字ＪＢニュースの実施機関
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への実施状況及び課題に関する調査を実施した。  

 

（３）視覚障害者コミュニケーション事業（東京都委託）  

 ①視覚障害者ガイドセンター運営事業  ２，２３０，０００円  

  昨年度に続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大により

利用者は減少傾向である。登録ガイドヘルパーは、依頼者のニ

ーズに対応するため、引き続き増加に努めた。  

 ②点訳・朗読奉仕員指導者養成事業  ２，２０３，０００円  

  東京都委託点訳奉仕員及び朗読奉仕員指導者養成講習会、専

門点訳奉仕員養成講習会（英語２名、理数４名、楽譜２名）を

開催した。  

 

（４）点字図書館等の運営（東京都補助）  

 ①点字図書館の運営  ５９，６５４，７３０円  

 

３．各部門別の取り組み  

（１）情報提供事業  

 ①調査研究事業の実施  

  生活協同組合の助成を受け「視覚障害者の情報機器の活用に

関する調査事業」を実施した。アンケート及びヒアリングを通

じ、視覚障害者のパソコン、スマートフォン等の情報機器の活

用に関する課題とニーズを調査した。また、広島大学が実施す

る「視覚リハビリテーションに対する視覚障害当事者の意識調

査」のアンケートに協力した。さらに、共用品推進機構、日本

障害フォーラム等から依頼を受けたアンケートを情報メール

で配信し、協力した。  

 ②情報媒体の活用  

  点字ＪＢニュース、情報メール、電話ナビゲーション、愛盲

時報、点字日本、日視連アワー、日視連・声のひろば等を活用

して日視連の活動、全国の加盟団体の活動、国の施策等を紹介

した。また、これらの媒体を通じ時々の情勢に応じた本連合の

考えも表明し、視覚障害への理解と啓発に努めた。なお、点字

日本は１２月に６００号を迎えたことを受け、別冊で記念号を

発行した。  

 ③官公庁・民間企業からの情報提供に関する協力  

  行政が発行する各種白書、他団体が手がける刊行物、視覚障

害当事者が執筆した書籍等を保管し、福祉関係情報のアーカイ

ブの構築を図った。  

 ④ＷＥＢサイトの充実  

  本連合の活動紹介や福祉情報の提供等を充実させ、会員・関
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係者のみならず、広く一般社会にも視覚障害者福祉についての

理解が深まるよう努めた。また、調査事業、各種催し等の結果

をホームページに公開した。  

 ⑤メーリングリストの活用  

  福祉・職業関係の新聞記事や福祉制度等に関する最新情報を

配信した。また、視覚障害に関することを幅広く情報収集し、

提供した。本年度は視覚障害者関連の福祉情報１ ,０９０本、

あん摩マッサージ指圧関連を含む職業関係情報２６６本、計１ ,

３５６本の情報を提供した。さらに、毎週、点字図書館「おす

すめ図書情報」、用具購買所「用具インフォメーション」も配

信し、本センター各部署からの情報提供に努めた。  

 ⑥情報の集積・整理  

  収集・整理している資料をリスト化し、本センター各部署へ

の共有、問い合わせ対応への参考資料に利用できるよう努めた。

また、フロッピーディスクに保存してあった過去のＪＢニュー

ス配信記事を再整理・編纂した。  

 ⑦編集会議の実施  

  毎月１回、情報部で発行している各種情報媒体について、部

内共有と内容の充実のため会議を行った。  

 ⑧拡大文字版選挙公報の製作  

  日本盲人福祉委員会「視覚障害者選挙情報支援プロジェクト

拡大文字版部会」として「選挙のお知らせ（拡大文字版）」を

発行した。本年度は秋田県知事選挙、福岡県知事選挙、北海道

衆議院議員補欠選挙、広島県参議院議員補欠選挙、第４９回衆

議院議員総選挙の「選挙のお知らせ（拡大文字版）」と最高裁

判所裁判官国民審査公報を制作・発行した。  

 

（２）相談事業  

 本年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響から、対面での相

談を受けることが難しいため、日々の生活相談を始め、法律、眼

科、聞こえにくさ相談の対応をリモートに切り替えて、すべて事

業計画通り対応することができた。なお、令和３年６月から、新

たにＩＣＴ相談を開始した。ＩＣＴ相談は必要に応じて遠隔操作

で問題解決する等の対応が好評で、回数を増やしてほしいという

声も寄せられた。  

 そして、相談内容については、昨年度に引き続き、新型コロナ

ウイルス感染症に関連した心理的な不安、失業による生活不安、

治療院の患者の減少、各種支援金の申請等の相談が多かった。そ

の他、障害年金（目の障害）の改訂に関する相談、同行援護、介

護保険、入居施設探し等の相談も多かった。それらの相談に対し、
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相談員が対応して解決できない部分は、次の専門家につなげる等、

丁寧な対応を心掛けた。その他、ネクストビジョンとの連携等を

行った。  

 

（３）点字出版事業  

 ①委託事業の実施  

  厚生労働省委託事業である「点字厚生」（奇数月、年６回発

行）、「ワールド・ナウ」（年２回発行）を点訳・発行した。  

 ②自治体・議会広報等の製作  

  各自治体発行の広報・議会だよりを点訳・発行した。  

 ③点字版選挙公報製作事業  

  日本盲人福祉委員会「視覚障害者選挙情報支援プロジェクト

点字版部会」の加盟施設として、衆議院選挙の「選挙のお知ら

せ」の製作に関わった。  

 ④点字普及及び相談事業  

  講習会・研修会の講師、行政・企業からのヒアリング・モニ

ター依頼・撮影依頼等について対応した。  

 ⑤研修の実施と参加  

  日本盲人福祉委員会「視覚障害者選挙情報支援プロジェクト

点字版部会」の研修会に職員全員が参加し、職員の技術向上に

努めた。  

 ⑥触知図・触知案内板の製作等  

  本連合や関連団体等の点字資料、及び点字ラベル等の作成や

触知案内板の監修を行った。  

 ⑦機材及び作業環境の整備  

  ２種４台の点字プリンターのメンテナンスを随時行った。ま

た、カップリングカッター１台の更新を行った。  

 

（４）点字図書館事業  

 ①新刊図書製作への取り組み  

  本年度も医学関連図書を主体に、点字図書・録音図書の製作

に取り組んだ。  

 ②選書体制の整備  

  選書委員会は本年度２回開催。医学専門書等、新規製作図書

について、専門家を交え検討を行った。  

 ③図書の貸出とデータの提供  

  点字図書、録音図書ともに郵送による全国貸出を行った。点

字図書、音声デイジー図書については、サピエ図書館の休止期

間がありつつも、昨年度と同等の貸出を行うことができた。ま

たサピエ図書館へ自館製作コンテンツの提供を行い、利用者の
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幅広いニーズへの対応を行った。  

 ④古書のデジタルデータ製作と保存  

  点字及びテープ図書のデジタルデータ化を行い、古書の保存

に努めた。  

 ⑤ボランティア養成事業と交流会の開催  

  新型コロナウイルス感染症の対策として、オンラインを活用

した以下の行事を実施した。ボランティア交流会は、オンライ

ンのみでボランティア研修会に変更し開催した。  

  ・点訳ボランティア初級講座／新規ボランティア１０名を養

成  

  ・音訳ボランティア基礎講座／新規ボランティア９名を養成  

 ⑥点字図書館ニュースによる広報活動の推進  

  新刊案内「点字図書館ニュース」及び点字図書、録音図書の

追加目録を製作した。また情報メールによる既存図書の広報に

努めた。また、録音雑誌「日視連アワー」、「声の広報・厚生」、

「日視連・声のひろば」の貸出を行い、日視連の活動の普及啓

発に努めた。  

 ⑦職員研修  

  全国視覚障害者情報提供施設大会、全国盲人福祉施設大会、

サピエ研修会にオンラインにて参加し、最新の情報収集に努め

た。  

 

（５）録音製作  

 ①厚生労働省からの委託事業  

  「声の広報・厚生」を隔月で年６回。「厚生労働白書」及び

「障害者白書」を各１回発行した。  

 ②各自治体及び関係団体・施設等からの委託事業  

  各自治体発行の広報・議会だより等の音声版を発行した。  

 ③日視連発の広報媒体の製作  

  「日視連アワー」を月１回発行。加えて１２月には「日視連

アワー号外  点字日本６００号記念別冊版」を発行した。また、

各地でオンライン開催された大会音源の音声デイジー化や本

連合会長による中央情勢報告（講演）を収録したＣＤを制作。 

 ④機材及び作業環境の整備  

  ファイル転送システムのさらなる活用により、業務の効率化

を図った。  

 ⑤研修の実施  

  日本盲人福祉委員会「視覚障害者選挙情報支援プロジェクト

音声版部会」主催の研修会に参加し、音声版選挙のお知らせ（音

声版選挙公報）制作に関して理解を深めた。  
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 ⑥録音版選挙公報の製作  

  日本盲人福祉委員会「視覚障害者選挙情報支援プロジェクト

音声版部会」の一員として衆院比例代表東京ブロックのマスタ

ー音源を制作した。  

 

（６）用具購買所  

 ①盲人用具販売あっ旋事業  

  事業の目的を踏まえ、用具の販売斡旋を行うとともに、開発・

製造業者に対し助言や情報提供等を行った。  

 ②販売の活性化に向けた取り組み  

  新型コロナウイルス感染症における本センターの感染防止

対策に基づき、店頭販売にあたり、お客様の検温、用具の消毒

を行った。  

 ③用具関連情報の提供  

  日視連アワー、点字日本、声の広報・厚生、用具インフォメ

ーション等で行政、加盟団体、個人等に情報発信した。ホーム

ページを使い新しい情報は随時更新した。  

 ④出張販売の実施  

  新型コロナウイルス感染症の影響により出張販売を行うこ

とが難しかったが、本年度は奈良県で出張販売を行い、埼玉県

には商品の見本を送り現地の職員に説明をしてもらった。  

 ⑤用具の適切な使用に向けた取り組み  

  新型コロナウイルス感染症の影響により、用具等の講習会は

行えなかった。  

 ⑥商品の発掘や新商品の開発  

  メーカーの依頼により、音声タイマーを作るにあたり協力し

た。また、囲碁盤の取り扱いを開始した。新型コロナウイルス

感染予防として、手袋の取り扱いを行った。  

 ⑦ＩＣＴを活用した商品の販売  

  インターネットによる注文は効率的な業務運営の観点で重

要な目標であるが、ネット環境の整備等の課題があり、本年度

は実現できなかった。  

 

４．行事、会議等  

（１）行事  

 ①第４７回全国視覚障害者文芸大会  

  「短歌」「俳句」「川柳」「随想・随筆」の４部門にて作品を

募り、審査員による審査を経て優秀作品には、厚生労働大臣賞、

文部科学大臣賞、東京都知事賞、ＮＨＫ会長賞、日視連会長賞

の表彰を行った。また、全応募作の作品集を制作した。  
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 ②総合避難訓練  

  昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の対応として、

職員が一斉に避難所に集結することを避け、各階ごとに分ける

方法で、８月に避難訓練を実施した。  

 ③日視連フェスティバル  

  新型コロナウイルス感染症蔓延防止から本年度は開催を見

合わせた。  

 ④全国視覚障害者将棋大会  

  昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中

で、同大会の開催は見送ることとなったが、公益社団法人日本

将棋連盟等の協力のもと、有段者１６名、級位者１６名の参加

で令和３年１２月１１、１２日に「第２回視覚障害者リモート

将棋大会」を実施した。  

 

（２）会議等  

 ①運営会議  

 ８月を除く毎月第２火曜日に開催した。   

 ②部長会議  

 ２月１日、３月１５日の２回開催した。  

 

５．職員研修の実施  

 当法人職員を講師として下記の研修を行った。  

（１）職員向け点字教室  全８回／５名  

 

（２）新人職員研修  全２回／３名  

 テーマは「社会福祉法人について」「日視連について」「視覚障

害者の歩行と誘導方法」を実施。  

 

６．その他  

（１）点字考案２００年記念事業の実施  

 「点字考案２００年記念事業推進委員会」を本連合及び関係５

団体で立ち上げた。本年度は、第１回目の記念事業として、本セ

ンターならびにエル・おおさかを会場に、令和４年３月１９日に

記念講演「韓国点字法に学ぶ－立法経過とその後の状況－」及び

シンポジウム「これからの点字への期待－新たな輝きを求めて－」

を実施した。  

 

（２）国政選挙への対応  

 本年度は、第４９回衆議院議員総選挙、最高裁国民審査のため、

日本盲人福祉委員会の「視覚障害者選挙プロジェクト」の拡大文
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字版部会、点字版部会、音声版部会が結集して「選挙のおしらせ」

の制作を行った。これらの作業に当たっては、本センター内の部

門間を超えた職員の協力体制をとりながら実施することができ

た。  

 

７．資料編  

（１）全国盲人総合相談（厚生労働省委託）第７６回１０月８

日実施分  

相談区分  件数  担当  主な相談内容  

眼科相談  ４件  
順天堂大学  

眼科医師  

・網膜色素変性症、白内障の手術  

・コロナ禍で長期間眼科の受診ができな

い  

法律相談  ４件  
日視連顧問  

弁護士  

・相続問題、寄付について  

・マンションの賃貸値上げ  

・著作権  等  

生活相談  ６件  
日視連  

相談員  

・弱視者が買い物で困ること  

・同行援護、障害年金等  

・字幕放送、ウェブアクセシビリティ  

 

（２）全国盲人総合相談（厚生労働省委託）第７７回２月１８日

実施分  
相談区分  件数  担当  主な相談内容  

眼科相談  ４件  
順天堂大学  

眼科医師  

・未熟児網膜症、斜視について  

・網膜色素変性症、白内障の手術  

法律相談  ４件  
日視連顧問  

弁護士  
・相続問題  

生活相談  ３件  
日視連  

相談員  

・同行援護、障害年金等  

・進行性の病気で一人暮らし、将来の不

安、施設探し  

・コロナワクチン接種後の後遺症  
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（３）全国盲人生活相談状況  

相談区分  件数  主な相談内容  

病気・健康等  

家庭心配事相談（施

設含む）  

その他  

電話  1,056 件  

文書   231 件  

来訪    5 件  

合計  1,292 件  

・眼病進行の不安  

・ロービジョン関係  

・視覚障害者情報支援機器  

・ＩＣＴ相談  

就学・就職相談  

電話    99 件  

文書    34 件  

来訪    2 件  

合計   135 件  

・あはき開業  

・求職･雇用問題  

・就学  

・その他  

年金・社会保険相談  

電話   338 件  

文書    39 件  

来訪    0 件  

合計   377 件  

・障害者手帳について  

・介護保険･６５歳問題  

・同行援護  

・その他  

移動・旅行相談  

電話   283 件  

文書    24 件  

来訪    3 件  

合計    310 件  

・交通機関の相談  

・点字ブロック･音響式信号機  

・その他  

法律相談  

電話    67 件  

文書    6 件  

来訪    0 件  

合計    73 件  

・遺産関係のトラブル  

・交通事故等のトラブル  

・その他  

合計     2,187 件   

 

（４）令和３年度点字出版所  

 令和３年度  令和２年度  

製版枚数 (枚 ) 12,074 11,173 

印刷枚数 (枚 ) 1,796,983 1,803,110 

製本 (冊 ) 

自治体  

議会広報  
6,161 6,115 

点字厚生  150,000 150,000 

点字日本  2,100 2,100 

その他  29,682 186,341 
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（５）令和３年度録音製作所  

 令和３年度  令和２年度  

マスター製作数  1,122 1,229 

内訳  自治体広報・議会報  674 621 

声の広報・厚生  

厚生労働白書・障害者白書  
8 16 

日視連アワー  26 24 

その他  414 568 

コピー数  24,569 28,091 

内訳  自治体広報・議会報  8,573 9,692 

声の広報・厚生  

厚生労働白書・障害者白書  
12,600 15,200 

日視連アワー  1,859 1,719 

その他  1,537 1,480 

 

（６）点字図書館  

①新規図書制作数  

内訳  
タイトル数  巻数または時間  

令和３年度  令和２年度  令和３年度  令和２年度  

点字  14 31 71 巻  97 巻  

音声デイジ

ー  

21 23 118 時間 45 分  203 時間 26 分  

テキストデ

イジー  

3 1   

 

②貸出数  

内訳  

タイトル数  巻数  人数  

令和３

年度  

令和２

年度  

令和３

年度  

令和２

年度  

令和３

年度  

令和２

年度  

点字  2,116 2,209 4,166 4,240 1,433 1,466 

音 声 デ イ ジ

ー  

24,188 24,139 24,189 24,140 16,975 17,362 

カセット  3,900 4,933 5,713 6,647 3,813 4,818 
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③データ利用数  

内訳  
タイトル数  貸出人数  

令和３年度  令和２年度  令和３年度  令和２年度  

点字  392 380 790 1,072 

音声デイジー  1,763 1,749 8,510 8,736 

テキストデイジー  46 48 140 162 

 

（７）職員の状況  令和４年３月３１日現在  

 正職員  
嘱託･非

常勤  

パートタ

イマー  
備考  前年度比  

本部  ０名  ２名  ０名   ±０  

総務部  ５名  ０名  １名   ±０  

事業部  ５名  １名  １名   ＋１  

組織部  ４名  ０名  ０名   －１  

情報部 (相談室含 ) ５名  １名  １名   ＋１  

情報ステーション  １７名  １名  ３名   －１  

 点字図書館  (５名 ) (０名 ) (１名 )  （±０）  

 点字出版所  (８名 ) (１名 ) (１名 )  （－１）  

 録音製作所  (４名 ) (０名 ) (１名 )  （±０）  

出向  ３名  ０名  ０名  
日 盲 委 １ 名  

日 マ 会 ２ 名  
±０  

合計  ３９名  ５名  ６名   ±０  

 

 

 


